
【健康保険扶養の手続きについて】※扶養家族がいない方は書類の提出は不要です 

 

ご就任にあたり、健康保険加入時にご家族等扶養する方との続柄に応じて、下記の書類が必要となり

ます。いずれも「写（コピー）」で、同封資料の「健康保険被扶養者（異動）届」と共にご用意いただき、

期日までにご提出くださいますよう、ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

（注：公的機関発行の書類については交付日より 3 カ月以内のものを目安にご用意ください）  

    

【被扶養者の認定に必要な書類】 

１．同居・別居 

（１）被保険者（就任者）と被扶養者（ご家族）が同居している場合   

①住民票  ※世帯全員分（続柄あり・マイナンバー記載なし）がまとめて記載されているもの 

 

（２）被保険者（就任者）と被扶養者（ご家族）が別居している場合   

①戸籍謄本 または 戸籍抄本  

※被保険者家族全員分（続柄あり・マイナンバー記載なし）1枚 

※被扶養者世帯全員分（続柄あり・マイナンバー記載なし）１枚 

②仕送り証明（通帳のコピー等） 

※ひと月当たり約 8 万円以上必須。また、仕送りが被扶養者の収入よりも高いことが必要です。 

 

２．配偶者がいる場合   

①配偶者の 源泉徴収票 または 課税（非課税）証明書  

   ※配偶者を被扶養者と「する」／「しない」に係わらず、必ずどちらか 1点が必要です   

※職員と配偶者の「収入の高額な方」の被扶養者とするため、健康保険組合の判断資料として必

要になります 

 

３．被扶養者との関係 

【子ども】（高校生以上のお子様）   

①全日制の学校に通っている方  在学証明書 

②上記以外の方  源泉徴収票 または 課税（非課税）証明書   

 

【その他のご家族】  

  ①源泉徴収票 または 課税（非課税）証明書  

  ②年金受給中の方は年金受取通知書 

 

４．その他 

・続柄や状況によって必要となる書類が変わるため、場合によっては入職後に新たな書類提出をお願

いすることもございます。 

・被扶養者が雇用保険の失業給付を受給（基本手当日額 3,600円以上）する場合は、被扶養者認定さ

れない場合があります。 

・75歳以上の方は後期高齢者医療制度加入者となるため、いかなる条件下でも被扶養者にはなりませ

ん。 

【問い合せ先】 総務人事課 健康保険担当 TEL:03（3862）9236（直通） 

tel:03（3862）9236


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険には扶養という制度があります。「家族を扶養する」とは「あなた（被保険者）の収入でご家族（被扶養者）

が生活している」状態を指し、手続きをすると保険証が発行されて被扶養者も被保険者同様の健康保険を使えるように

なります。対象となるご家族がいるか、下記にてご確認ください。 

病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備えるため、国民全員が加入している公的な医療保

険制度の一つに「健康保険」があります。保険証を病院の窓口に提示すると、一部の医療費負担で必要な治療が受けら

れるようになります。 

【健康保険とは】 

【健康保険の扶養者とは】 

扶養認定の申請が可能なご家族がいる場合は、別紙【ご家族等、扶養する人がいる就任者へのご案内】をご一読のう

え、必要資料を揃えて就任日当日にご提出ください。添付資料に不備・不足等があると、揃うまで申請が出来ず保険証

の発行が遅れますので、予めご承知おきください。 

総務人事課   



-

【　記入例　】

※ この欄には記入

しないでください
備考

12

　１．主婦（夫）

　２．無職

　３．パート

　４．年金収入

  ５．乳幼児・小中学生

　６．高校生・大学生・専門学生

　７．全日制以外の学生

　８．他（　　　　　　　　　　　　　　）

□　発行が必要

　※ 就職や離婚の場合は当該事実のあった当日になり、死亡の場合は死亡日の翌日が資格削除日となります。

理
由

万円

万円

区分

増
・
減

居
所
住
所

同
居
 
・
 

別
居

住
民
票

住
所

1.男　　2.女続
　
柄

備　考

被
保
険
者

被保険者
番　　号 〇〇〇〇

資格取得
年　月　日 令和2年4月1日 被保険者の

標準報酬月額
千円

氏　名 生年月日 昭和55年1月1日 性別 1.男　　2.女
三井

8 8 8 8

ﾐﾂｲ　ﾊﾅｺ 性　別

8

-

氏　名

ｘｘｘｘ

（ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾐﾂｲ ﾀﾛｳ
(氏) (名)

〒 101 - ｘｘｘｘ

太郎

　▶　被保険者本人に配偶者はいますか。 はい　　　・　　　いいえ

　▶　認定する被扶養者に、雇用保険の受給予定はありますか。

　　　 （離職による認定の場合）
はい　　　・　　　いいえ 　　電　　　話 090 - ｘｘｘｘ -

東京都千代田区〇×町1-2-3　〇×ビル405

8

提
出
者

（
事
業
所

）
記
入
欄

事 業 所
記 号 1 5 6 3

東京都千代田区神田和泉町1番地

事 業 所
所 在 地

8 8 8 8被扶養者
個人番号

昭和57年2月22日被扶養者
生年月日

　１．配偶者

　２．父母

　３．祖父母

　４．義父母

５．長男・長女

６．二男・二女

７．三男・三女

８．四男・四女

９．養子・養女

１０．兄弟・姉妹

１１．孫

１２．他(　　　　　　　　)

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

事 業 所
名 称

確
認
欄

☑

被保険者の
居所住所
電話番号

被
扶
養
者
１

-

東京都医業健康保険組合（6.12）

8 8三井　花子

被扶養者になった日
理
由

資 格
確 認 書
発行要否

東京都千代田区〇×町1-2-3　〇×ビル405

東京都千代田区〇×町1-2-3　〇×ビル405

〒 101

被扶養者
の 職 業

約
別居者
月平均
仕送額

約
被扶養者
月 平 均
収 入 額

被扶養者でなくなった日

〒 101 ｘｘｘｘ

- ｘｘｘｘ

性　別

オンライン印

　この届出については、①または②の要件を満たしたものである。

　　①　申請者本人（被保険者）が作成したものである。
　　②　記載内容について誤りがないか申請者本人が確認している。

氏 名 等

電 話 番 号 03 （ 3862 ） 9111
社労士記載欄

社会福祉法人　三井記念病院

事 業 主
氏 名 理事長　岩沙　弘道

※確認欄に、必ずチェックをしてください。

部　長 課　長 係　長 担当者

令和 年 月 日提出

注意事項や添付書類について、当組合ホームページを必ずご確認ください。
※被扶養者の削除を届出される場合には、誤使用防止のため、必ず被保険者証を添付してください。

正
健康保険　被扶養者（異動）届 確認印

届出書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

〒 101 - 8643

被
扶
養
者
２

氏　名

(ﾌﾘｶﾞﾅ) ﾐﾂｲ　ﾀｲﾁ
続
　
柄

被扶養者
生年月日

同
居
 
・
 

別
居

住
民
票

住
所

〒 101 ｘｘｘｘ

区分

増
・
減

被扶養者になった日

被扶養者でなくなった日

※ この欄には記入

しないでください

居
所
住
所

〒 231 - ｘｘｘｘ

神奈川県横浜市△△区×〇町777-1　×〇ハイツ101

1.男　　2.女
　１．配偶者

　２．父母

　３．祖父母

　４．義父母

５．長男・長女

６．二男・二女

７．三男・三女

８．四男・四女

９．養子・養女

１０．兄弟・姉妹

１１．孫

１２．他(　　　　　　　　)
三井　太一 被扶養者

個人番号 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

平成17年7月7日

受付印

令和7年1月1日

　1.　本人取得　　2.　出生　　3.　離職　　4.　扶養変更　　5.　収入減少
　6.　婚姻　　7.　雇用保険受給終了　　8.　他（　            　　　　　　　　　　　　）

  1.※就職（　 　　年　 　　月 　　　日）　　2.※離婚　　3.　収入増加
  4.※死亡（ 　　　年　 　　月　　　日）　 5.　扶養変更　　6.　雇用保険受給開
始
  7.　他（

被扶養者
の 職 業

　１．主婦（夫）

　２．無職

　３．パート

　４．年金収入

  ５．乳幼児・小中学生

　６．高校生・大学生・専門学生

　７．全日制以外の学生

　８．他（　　　　　　　　　　　　　　）

別居者
月平均
仕送額

約 10 万円

被扶養者
月 平 均
収 入 額

約 7 万円

令和2年4月1日
理
由

　1.　本人取得　　2.　出生　　3.　離職　　4.　扶養変更　　5.　収入減少
　6.　婚姻　　7.　雇用保険受給終了　　8.　他（　            　　　　　　　　　　　　）

組合使用欄

東京都千代田区〇×町1-2-3　〇×ビル405

☑　発行が必要
理
由

  1.※就職（　 　　年　 　　月 　　　日）　　2.※離婚　　3.　収入増加
  4.※死亡（ 　　　年　 　　月　　　日）　 5.　扶養変更　　6.　雇用保険受給開
始
  7.　他（

備考 　※ 就職や離婚の場合は当該事実のあった当日になり、死亡の場合は死亡日の翌日が資格削除日となります。

資 格
確 認 書
発行要否

マイナ保険証をお持ちの方は発行不要です。

以下に該当する場合は発行が必要となります。

・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行ってい

ない

・マイナンバーカードを作っていない

・マイナンバーカードによる資格確認が行えない

有効期限：最長で5年間（健康保険組合ごとに異なる）

また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納す

る必要があります。





 

 



国民年金 第３号被保険者関係届３ ０４

様式コード

０

届出内容に応じて、該当・非該当（変更）のいずれかを〇で囲み、記入してください。 

健康保険証の発行元に確認を受けてください。　※届書記載の配偶者が協会けんぽ加入者の場合は、確認不要です。

氏　　名　　等

社会保険労務士記載欄

2012 1016 049

令和　 　年　　 月　　 日提出

組合（保険者）番号

届書記載の第３号被保険者は、健康保険組合又は共済組合に加入している者の被扶養者であることを確認する。

所在地　　　〒　  -

名　　称

代表者
等氏名

電話　 　（　 　）

㊞

医
療
保
険
者
記
入
欄

上記のとおり第３号被保険者関係届の届出がありましたので提出します。

（「⑨第３号被保険者になった日」と同じ場合は、記載の必要はありません）認定年月日　令和  　　　年  　　　月　 　　日

事業所
所在地

事業所
名  称

事業主
氏  名

提
出
者
情
報

電話番号 　 (    )

〒　 　－

届書記入の個人番号（基礎年金番号）に誤りがないことを確認しました。

事業主等
受付年月日 令和  年  月  日

日本年金機構

〒 　－

（
第
２
号
被
保
険
者
）

配
偶
者
欄

(ﾌﾘｶﾞﾅ）①

1.男性  2.女性5. 昭和

7. 平成

年 月 日② ③

④
個人番号

Ａ. 生年月日 性別

都道
府県

⑤ 個人番号を記入した場合は、住所の記入は不要です。　

基礎年金番号[                      ]

氏　名

住　所

第
３
号
被
保
険
者
欄

〒　 　－

住　所

⑦

1.同居  
  ・　
2.別居

非該当
(変更)

第３号被保険者
でなくなった日

⑫

⑭

備  考

該当

⑩年 月 日⑨

理由
第３号被保険者
になった日

31.厚生年金保険・健康保険 36.地方公務員等共済組合 30.厚生年金保険・船員保険

32.国家公務員共済組合  37.日本私立学校振興・共済事業団

⑪
配偶者の
加入制度

⑧

電話
番号 　（　 　）

1.自宅 2.携帯　3.勤務先  4.その他

1. 配偶者の就職 4. 収入減少

2. 婚姻 5. その他

3. 離職  （  )

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

①

（氏 名）

年 月② ③

⑤

④

外国籍

氏　名

Ｂ.

この届書記載のとおり届出します。

個人番号

日

外国人
通称名

⑥

5. 昭和

7. 平成

1.夫 3.夫(未届)

2.妻 4.妻(未届)
性別

（続柄）

基礎年金番号[                      ]

※届書の提出は配偶者(第２号被保険者)に委任します □

(ﾌﾘｶﾞﾅ）

日本年金機構理事長あて

1.死亡（　　　 　年　　　月　　　日） 

2.離婚 3.収入増加 6.その他（ 　）

※同居の場合も住民票の住所を記入してください。
※海外居住者は国内協力者住所を記入してください。なお、協力者が親族の場合は協力者氏名及び続柄を⑭備考に記入してください。

令和　 　 　年　　 　 月　　 　日

7.平成
9.令和

生年月日

令和 7.平成
 9.令和

理由
年 月 日 ⑬

1.海外特例
要件該当

2.海外特例
要件非該当

右の⑮～⑱の欄は、

海外へ転出した場合や

海外から転入した場合に

いずれかを〇で囲み、記入

してください。

⑮
海外特例要件に
該当した日

海外特例要件に
非該当となった日

⑰

9.令和

9.令和

⑯

⑱

理由

理由

年 月 日

年 月 日

1.留学

2.同行家族

3.特定活動

4.海外婚姻

5.その他( )

1.国内転入（令和 年 月 日） 

2.その他（ ）
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